
手当等の更新手続きについて 

 現在、受け取っている手当等の中には、毎年手続きを必要とするものがあります。 

また、毎年ではなくても更新が必要なものがあります。主なものについてまとめているので確認し

ましょう。 

 

 

 

日常生活用具（紙おむつ） □受けている □受けていない 

案内の時期 毎年２月・８月 担当 福祉政策グループ 

必要書類 日常生活用具支給申請書 

 

 

障がい児福祉手当（所得状況届） □受けている □受けていない 

案内の時期 毎年８月初旬 担当 福祉政策グループ 

必要書類 ①受給資格現況届 

②受給者資格者の公的年金受給状況届 

③調査の同意書 

④障がい児福祉手当所得状況届 

⑤公的年金等の振込通知書 

 

 

大阪府障がい者在宅生活応援制度 □受けている □受けていない 

案内の時期 毎年３月末 担当 福祉政策グループ 

必要書類 ①継続認定申請書 

②身体障がい者手帳 

③療育手帳 

 

 

特別児童扶養手当（所得状況届） □受けている □受けていない 

案内の時期 毎年８月初旬 担当 こども家庭支援グループ 

必要書類 養育状況により必要書類が異なるため、案内送付時に個別にお知らせ 

 

 

大阪府小児慢性特定疾病医療費助成制度 □受けている □受けていない 

案内の時期 有効期間の満了日の約３ヶ月前 

担当 富田林保健所 

必要書類 ※加入している健康保険等によって準備いただく書類が異なります。 

案内文を確認し、必要書類をご準備ください。 

 

受けている制度に☑を付けましょう。 



 

 

 申請のタイミング（めやす） 担当部署 

４月 
大阪府障がい者在宅生活応援制度継続申請 福祉政策グループ 

５月 
  

６月 
  

７月 
  

８月 
障がい児福祉手当所得状況届出 

特別児童扶養手当所得状況届出  

福祉政策グループ 

こども家庭支援グループ 

９月 
日常生活用具（紙おむつ）給付券申請 福祉政策グループ 

１０月 
  

１１月 
  

１２月 
  

１月 
  

２月 
  

３月 
日常生活用具（紙おむつ）給付券申請 福祉政策グループ 

 

療育手帳・大阪府小児慢性特定疾病医療費助成制度・身体障がい者 

手帳などの更新があれば上に書き込みましょう★ 


